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第８回   伊万里市選挙管理委員会会議録 

開 催 年 月 日 令和７年９月１日（月） 

場 所 伊万里市役所 第１会議室 

開 会 午後１時４５分 

閉 会 午前２時１０分 

出席委員氏名 青木龍子、田中茂樹、吉原政隆、岩下勝貫 

欠席委員氏名 ― 

提 出 議 案 （１）議案第 47号 

公職選挙法第 22条第１項の規定により、令和 7年 9月 1日現在に

おいて選挙人名簿に登録される資格を有する者を登録することに

ついて 

（２）議案第 48号 

   地方自治法（以下「自治法」という。）第 74 条第 1 項及び第 75 条

第 1項並びに市町村の合併の特例に関する法律（以下「新合併特

例法」という。）第 4条第 1項及び第 5条第 1項に規定する選挙権

を有する者の総数の 50 分の 1 の数並びに新合併特例法第 4 条

第 11項、第 5条第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の 6

分の 1 の数並びに自治法第 76 条第 1 項、第 80 条第 1 項、第 81

条第 1 項及び第 86 条第 1 項並びに地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第 8 条第 1 項に規定する選挙権を有する者の総

数の 3分の 1の数について 

（３）議案第 49号 

公職選挙法第 30 条の 6 第 1 項の規定により在外選挙人名簿に登

録した者の数について 

（４）議案第 50号 

   伊万里市長選挙及び伊万里市議会議員補欠選挙の執行につい    

   て 

（５）議案第 51号 

伊万里市長選挙及び伊万里市議会議員補欠選挙の期日及びこれ

を告示する日を定めることについて 

（６）議案第 52号 

公職選挙法第 22条第 3項の規定に基づく選挙人名簿の登録につ

いて、被登録資格の決定の基準となる日及び登録を行う日につい

て 

１ 開会 

 委員長 （定足数に達している旨の報告） 

２ 議題 
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議案第 47号 

 委員長 それでは、議題に入ります。 

議案第４7号について事務局から説明をお願いします。 

 局長 （議案第４7号について説明） 

 委員長 事務局からの説明に対する質問等はございますでしょうか。 

（質問等なし） 

それでは、議案第４7号については議決ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

議案第４7号は、議決されました。 

議案第 4８号 

 委員長 議案第４８号について事務局から説明をお願いします。 

 局長 （議案第４８号について説明） 

 委員長 事務局からの説明に対する質問等はございますでしょうか。 

（質問等なし） 

それでは、議案第４８号については議決ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

議案第４８号は、議決されました。 

議案第 4９号 

 委員長 議案第４９号について事務局から説明をお願いします。 

 局長 （議案第４９号について説明） 

 委員長 事務局からの説明に対する質問等はございますでしょうか。 

（質問等なし） 

それでは、議案第４９号については議決ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

議案第４９号は、議決されました。 

議案第５０号、５１号 

 委員長 議案第５０号、５１号について事務局から説明をお願いします。 

 局長 （議案第５０号、５１号について説明） 

 委員長 事務局からの説明に対する質問等はございますでしょうか。 

 委員 補欠選挙は何人？ 

 局長 今のところ１人に対してです。 

 委員長 他に質問等はございますでしょうか。 

（質問等なし） 

それでは、議案第５０号、５１号については議決ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

議案第５０号、５１号は、議決されました。 

議案第５２号 
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 委員長 議案第５２号について事務局から説明をお願いします。 

 局長 （議案第５２号について説明） 

 委員長 事務局からの説明に対する質問等はございますでしょうか。 

（質問等なし） 

それでは、議案第５２号については議決ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

議案第５２号は、議決されました。 

３ その他 

 委員長 その他について、事務局から説明をお願いします。 

 （１）検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者の割当員数等について 

（２）定例選挙管理委員会 

（３）明るい選挙啓発ポスターコンクール市審査会 

 事務局 （日程等について確認） 

４ 閉会 

 委員長 以上を持ちまして、選挙管理委員会を終了します。 

 


